
船舶事故調査報告書 

令和元年９月２５日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 浸水 

発生日時 平成３０年１２月１日 １３時０５分ごろ 

発生場所 広島県広島港第３区 

 広島港草津波高観測塔灯から真方位２１２°１.１海里付近 

 （概位 北緯３４°２０.３′ 東経１３２°２４.１′） 

事故の概要  漁船幸龍
こうりゅう

丸は、かき筏に係船中、機関室に浸水した。 

事故調査の経過 平成３０年１２月２７日、主管調査官（広島事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

漁船 幸龍丸、２.８トン 

ＨＳ３－３９０８８（漁船登録番号）、個人所有 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 左舷船尾部外板に破口、機関に濡損（全損） 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南東、風力 １、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 上げ潮の中央期 

 事故の経過 本船は、船長が１人で乗り組み、機関を中立運転として広島港第３

区に設置されたかき
．．

筏（以下「本件かき筏」という。）に左舷着けで

係船して乗り移り、本件かき筏上でかき
．．

筏入替え作業を行っていたと

ころ、船首が浮き上がった。 

船長は、本船を確認したところ、機関室に浸水を認めたので、本船

の船首部及び船尾部から付近のかき
．．

筏に係留索を取った後、本件かき

筏に乗り移って１１８番通報を行った。 

船長は、本事故当時、ふだんどおり本件かき筏に係船し、衝撃など

の異常を感じていなかった。 

船長は、本事故後、本船を上架した際、左舷船尾部外板の水線下部

に、本件かき筏の構造材に接触して生じた破口を認めた。 

船長は、固型式救命胴衣を着用していた。 

分析 

 

 本船は、本件かき筏に係船中、本件かき筏の構造材が左舷船尾部外

板の水線下部に接触して破口を生じたことから、機関室に浸水した可

能性があると考えられる。 

原因  本事故は、本船が、本件かき筏に係船中、本件かき筏の構造材が左

舷船尾部外板の水線下部に接触して破口を生じたため、機関室に浸水

した可能性があると考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・かき筏等に係船する場合、かき筏の構造材等で船体外板が損傷し



ないよう防舷物等を使用すること。 

 


